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秋田大学における教員免許状更新講習の実施に関する一考察Ｔ
Ｗ

佐藤修司＊

秋田大学教育文化学部

2009年度，秋田県では秋田大学が中心となって免許状更新講習を開設し，他の大学等が

その講習に参加・協力する形をとった秋田大学は県教育委員会と連携し，受講対象者の

数，教科別の数等の推計に基づきながら，講習を開設した．必修科目については６回開催

し，１回につき，２クラスまで，またｌクラスが80人以下となるようにした．ワークショッ

プやグループ討議などの受講者参加型の講習を可能にするためである．選択科目について

は，受講者数に比して数多くの科目が開設され，少人数のものが多く見られた．受講者の

アンケートの結果から，受講者の更新講習への満足度は非常に高かった事前には，すぐ

に役立つものを求める声が高かったが，受講後には，大学における講習の特性を理解し，

現場の実践をより広い視点から考えることができたとの声が見られた．講習担当者は，受

講者のレベルの違い，意欲の違いにとまどったようである．全体として，免許更新制やそ

れに伴う講習のその意味や負担の大きさに対して,受講者も講習担当者も疑問を持ちつつ，

更新制ではない形での，大学における現職教員の研修機会については，肯定的にとらえら

れていた．今後，更新制の近年中の廃止が予定される中ではあるが，将来に向けて慎重な

検討が求められる．
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はじめに

2006年７月１１日の中教審答申「今後の教員養成・

免許制度の在り方について」に基づき，教育職員免

許法が改正され，2009年４月から施行されたことに

伴って，本2009年度より教員免許状更新制が実施さ

れることになった教員は１０年に１度，３０時間（必

修12時間選択18時間）の更新講習を修了しなけれ

ば免許状が失効することとされたのである')．当面，

新免許法による免許状所持者が更新講習を受講し始

めるまでに８年ほどあるわけだが，現職教員にも更

新制が適用されることになった2)．現職教員につい
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ては，年齢によって区切られ，３５歳，４５歳，５５歳に

なる年度末の講習修了確認期限までの２年の間に修

了しなければならない

秋田県においては秋田大学が中心となって，

2008年度に予備講習（文科省の「平成20年度免許状

更新講習プログラム開発委託事業」として実施)，

2009年度に本講習を実施した本稿では，本学が実

施した更新講習の実施状況を，その実施体制や，講

習の内容，実施状況，そして受講者，担当講師等の

意見などから整理・分析し，成果と課題を明らかに

する．

これまで免許状更新制については，その法制度的

な問題を指摘する研究3)や，講習担当者と受講者に

よる講習体験の紹介・分析4)，そして，更新講習を

円滑かつ充実した形で実施するための検討・提案5）

はなされてきたが，予備講習，本講習ともに，その

6１

Akita University



実態を調査によって明らかにしたものはまだ見られ

ない．

1．実施体制の構築と展開

（１）教員免許状更新講習推進センターの設置

秋田では，2008年度の予備講習，2009年度の本講

習，ともに秋田大学が更新講習の実施母体となり，

そこに他大学等（秋田県立大学，国際教養大学，日

赤秋田看護大学，聖園学園短期大学，聖霊女子短期

大学，秋田公立美術工芸短期大学，秋田県水産振興

センター，秋田県教育委員会）が参加し，講師や講

習場所を提供する形がとられた．

予備講習においては2007年度半ばより教育文化学

部にワーキンググループを設置し，文科省への補助

金申請や予備講習の実施，本講習への準備と文科省

への申請までを行った．2009年４月からは，他大学

が大学全体として更新講習実施体制をとっているこ

とにならい，秋田大学でも本部に免許状更新講習推

進センターを設置し，センター長を教育文化学部教

授が兼務することにしたそこに企画部門と運営委

員会を設置し，教育文化学部教員を中心としながら

も，他学部（医学部，工学資源学部）の教員が参加

する形態をとった．

また，2007年度より，県教委や他大学等の実施担

当者が集まって協議する場を，連絡協議会，情報

交換会などとして開催してきたが，これに加えて，

2009年度には副学長，教育次長クラスが集まる協議

の場として，秋田県教員免許状更新講習推進協議会

を設置した（第１回は2009.12.22に開催．本学副学

長が会長)．事務については，全学の教育推進課の

中に，教員免許状更新講習事務室教員免許状更新係

を置き，室長，係長，係員，補佐員を配置した．当

初，室長は教育文化学部事務長補佐が兼務していた

が，１１月より，専任が配置された．

(2)申請方式：郵送方式からＷＥＢ方式へ

2009年度は４月２日から募集を開始した他大学

においては，すべての講座について一斉に募集を開

始し，一定の時期で締め切ったところが多かった

が，本学の場合，講習開始の２カ月前に募集を開始

して，１カ月前に打ち切る形を取った．そのため，

講習毎に五月雨式に募集の開始，締切が続くことに

なり，土日祝日が入った場合の扱いも含め，事務的

に煩雑になった．また，受講者の確定，講習の開設
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の可否の判断が遅れることになり，受講者にとって

も，講習担当者にとっても不都合な点が多かった6)．

募集開始後，６月１４日までは，郵送による申し込

み方式を取り，定員を超過した場合には，抽選する

こととしていたが，その間にシステム開発業者と

の打ち合わせを重ね，６月１５日募集開始分（実施日

は８月15日以降分）からＷＥＢ上での申し込みに切

り替えたそれに伴い，抽選から先着によって受講

者を決定することになった．ただし，幼稚園など，

ＷＥＢ入力が困難な受講者には，例外的にＦＡＸによ

る申し込みも受け付けた．その際，ＷＥＢ入力者に

比べて，先着順で有利にならないように配慮した

受講者からは，ＷＥＢ入力や先着順を歓迎する声が

ある一方で，郵送，抽選方式の存続を望む声もあっ

た徐々に，不満の声はなくなっていたったことか

ら，受講者の側で対応が進んだものと思われる．

(3)更新講習手当の新設と経費配分

予備講習は，「平成20年度免許状更新講習プログ

ラム開発委託事業」として実施され，’機関につき

300万円程度が交付された．その際，講師に対して

は謝金として１時間あたり5500円を支出した．これ

は本学の非常勤講師手当が１時間あたり5500円と

なっていることにあわせたものであるが，その際

の１時間は45分を単位時間としており，’時間に換

算すれば7300円程度とすることが必要になる文科

省は予備講習の際の経費申請例の中で’時間８千円

程度としていたことから，他大学ではこれに倣った

ところが多かった．東北地区では7000円程度のとこ

ろが多く見られ，首都圏等での8000円程度に比べる

と安価に設定されており，格差が見られた．

本講習においては，本学教員の場合には更新講習

手当として，給与の一部とし，他機関の教員等につ

いては謝金として支出した．その際にも’時間あた

り5500円とした理由としては’①手当となり，勤

務時間内に講習を行うことになったため，本給部分

と手当部分とが二重に支給される形になり，勤務時

間外に行う非常勤講師手当とは性格を異にするこ

と，そのことからも非常勤の単価以下に抑えること

が合理的であること，②講習の定員を一桁にしてい

るものが多くあり，採算を取る点で，講習手当を高

額にしにくいことが挙げられる7)．ただ，多忙な

時期に，長時間の準備と講習実施をお願いすること

から，5500円では低額過ぎであり，また，他大学の
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教員に対して支払う謝金としても低額すぎることが

課題である．

また，本講習では必要経費を，講義系，実技・実

習・演習系，実験系に分類し，時間数，受講者数に

応じて5000円～15000円の範囲で配分した秋田大

学の場合は各講習担当者の研究費に組み込み，他大

学等の場合は，講師謝金に上乗せする形で支出し

た関連する書籍や資料等の購入費にあててもらう

ためである．これを上回る経費がかかる場合には，

理由書とともに，経費を申請してもらえば支出する

こととした．

2．講習講座の開設と実施

（１）秋田県内の受講対象者の状況

秋田県の場合，2011年３月31日を修了確認期限と

する者が970人程度いるものとの推計が県教委義務

教育課教員免許班から示されていた．その中から，

予備講習ですでに受講した者，校長，教頭や指導主

事等の受講免除者を除いて，おおよそ800人程度が

受講対象者と想定したなお，予備講習の際は，必

修について１００人，選択について１００人を受け入れ

た．必修の受講者と選択の受講者は重ならないよう

にしたため，予備講習だけで，３０時間をすべて満た

す者が出ないようにした予備講習の既受講者を除

けば，必修，選択それぞれ700人程度ということに

なる．

地区別に見れば，中央地区，特に秋田市に大きく

偏っていることがわかる．また，小学校教員が最も

多く，高校，中学校と続いている．内数となるが，

養護教諭は40人程度が予定されていた教科別で

表１：2011年３月31日が修了確認期限の者の地区別受講者数の推計

幼 ４、 中 高 特支 合計 割合％

県北 鹿角 １ １１ １４ ７ ０ 3３

大館・北秋田 ９ 4８ 3０ 2５ １２ 124 12.8

能代・山本 ３ 2７ 1４ 2２ ５ 7１ 7.3

小計 １３ 8６ 5８ 5４ １７ 228 23.5

中央 男鹿・南秋 ６ 2２ 2２ １７ ４ 7１ 7.3

秋田 2６ 1１２ 6４ 7５ 3１ 308 31.7

由利本荘 ６ 4９ １９ 2５ ３ １０２ 10.5

小計 3８ １８３ １０５ 1１７ 3８ 481 49.5

県南 大仙・仙北 １０ 4８ 2８ 3４ ７ 127 13.1

横手 ２ 2３ １８ 2０ ６ 6９ 7.1

湯沢・雄勝 １ 2７ 1６ 1９ ３ 6６ 6.8

小計 1３ 9８ 6２ 7３ １６ 262 27.0

全県 6４ 367 225 244 7１ 971 １００

割合％ 6.6 37.8 23.2 25.1 7.3 １００

＊人数は平成20年９月実施の現職教員の免許状所持状況調査から集計（受講対象

年齢の校長，臨時講師を含む）

＊教員免許班作成資料（20081226付）から作成

表２：中学校・高等学校の教科別教員数

国語 英語 数学 社会 理科 音楽 美術 体育 家庭 技術

中学校 2５ 2５ 2６ 2２ 2２ 1６ ９ 2０ ８ ６

高校 2９ 2６ 2５ 2０ 2１ ２ ２ 1５ ２

合計 5４ 5１ 5１ 4２ 4３ 1８ 1１ 3５ １０ ６

農業 水産 工業 商業 情報

高校 ７ ２ １３ ８ ２

＊教員免許班作成資料（2009.1.6付）
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Iま，国語，英語，数学，社会，理科，体育が多く

なっている表ｌの中高の教員数に比べ，表２の人

数はかなり少なくなっており，正規教員に限定され

ているものと思われる同じ資料において，小学校

は263人，特別支援学校は52人と記されている．

特に，高校の農業，水産，工業，商業，情報の免

許所持者が少なく，対応できる講習が限られること

から，工業，農業については県立大学や本学の工学

資源学部に，水産については，秋田県水産振興セン

ターに講座開設を依頼した．また例養護教諭に対応

するため，本学の医学部保健学科と日赤秋田看護大

学にも依頼した．

必修科目については，予備講習では，秋田で80人，

大館で20人と配分した．本講習では，秋田大学の会

場で４回，横手で１回，大館で１回を実施すること

とした．

(2)開設講座の受講者数と定員充足率

１年間の講座がおおよそ終了したところで，講座

の開設，開講，休講状況，定員と受講者数，充足率

は以下のようになった．

必修科目の定員は，８０人クラスを２クラスとし

て，160人とした．ワークショップ，グループ討議

などを入れ，できるだけ参加型の講習を実現し，受

講者の満足度と，内容の定着度を上げることを目

指した．秋田では秋田大学を会場とし，隣り合っ

た２クラスを設置できたが，横手，大館の場合，移

動机で，フラットな教室を用意することが難しく，

２クラスとなった横手の場合は，２クラスの距離が

車で１０分程度かかるほどに離れてしまい，また，一

つの会場の駐車場が手狭であったため，受講者から

は不評であった．

北東北より北の地域では小中高校等の夏期休業

期間が短く，７/25頃から，小中は８/25頃，高校は

8/20頃までとなっている．今年度の場合，高校は

8/20から学校が再開されており，大館会場の受講者

数の少なさの一つの原因となっている．大学につい

ては，８/５頃から９月末までが夏期休業期間である

ことから，重なる部分はほんの２週間しかなく，さ

らにその中にお盆の期間が含まれる．日程について

受講者からは土日開催への不満（職専免で参加でき

ない)，多くの講座が日程的に重なってしまうこと

への不満が多く見られたが，致し方のない問題であ

る．

必修科目で686人が受講したわけだが，昨年度の

予備講習で１００人が受講を終えていることを考えれ

表３：講座の開設・開講・休講状況

開設講座数 開講講座数 休講講座数 定員数 受講者数 定員充足率

必修 ６ ６ ０ 960 686 71.5％

選択 １４５ １３１ １４ 4079 1387 34.0％

表４：必修科目の受講者数．充足率

秋田① 秋田② 横手 秋田③ 大館 秋田④

5／ 8/１－２ 8/１０－１１ 8/16-17 8/19-20 l/9-10

定員 160 160 160 160 160 160

受講者数 1１２ 150 159 513 7８ 3４

定員充足率 70.0 93.8 99.4 95.6 48.8 21.3

表５：選択科目の地域別講座数．受講者数．充足率

秋田 大館 横手 能代 男鹿 八峰 県大 合計

開設講座数 9９ ７ 2１ ４ ３ １ 1９ 145

開講講座数 9６ ７ １１ ２ ３ １ 1１ １３１

中止講座数 ３ ０ １ ２ ０ ０ ８ １４

定員 2921 220 430 7０ 3０ 3０ １５０ 4079

受講者数 1187 4５ 8７ １６ ７ ７ 3８ 1387

定員充足率 40.6 20.5 20.2 22.9 23.3 23.3 25.3 34.0

6４ 秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要

Akita University



表６：開講された選択科目の時間数別講座数．受講者数

総計 6h講座 ｌ２ｈ講座 １８ｈ時間 ６時間換算

講座数 1３１ １０２ 1３ 1６ １７６

受講者数 1387 １１３１ 1１２ １４４ 1787

表７：開催された選択科目の教科別状況

国語 英 語 数学 社会 理科 音楽 美術 体育 家庭

開講講座数 １２ １１ 1３ 2０ 2９ ３ ４ ８ ９

＊

6h換算 １６ １２ １５ 3６ 4０ ３ ４ ９ 1３

受講者数 １３６ １３３ 8４ 144 148 5１ 4０ 7７ 4９

＊

6h換算 150 136 １１４ 225 270 5１ 4０ 9３ 4９

講座平均 11.3 １２．１ 6.5 7.2 5.1 17.0 10.0 5.4

中止講座数 ０ ２ ０ ０ ９ ０ ０ ０ ０

養護 幼教 特支 教心 全体

開講講座数 ２ ８ ４ ８ 131

＊

6h換算 ３ ９ ６ 1０ １７６

受講者数 4９ 143 197 １３６ １３８７

＊

6h換算 7５ 159 251 158 1787

平均人数 24.5 17.9 49.3 17.0 10.6

中止講座数 １ ２ ０ ０ 1４

＊教科別に講座を分類しているが，多くの科目の内容は単一の教科ではなく，複数の教科にまたがっていた

り，主な受講対象者も広めに設定しているものが多かったため，講座名や担当者の専門分野等から分類した

ものであり，著者の主観的要素が含まれている．

＊理科には，技術，農業，水産，工業，情報等を含めている．

＊特支は特別支援の略である．

＊教心は，教育学や心理学関係の講座である．カウンセリング，学校経営等を含む．

ば，おおよそ妥当な数字と思われる．定員として必

修は960人を設定したが，もともと余裕をもって定

員を設定しており，定員充足率に大きな意味はな

い．１月段階での必修科目の受講者数が少ないこと

も当初の見込みの通りであった．

必修科目と違い，選択科目については，講習担当

者が自由に定員（最大受け入れ数）を設定しており，

受講対象者の予測に基づいて講座数，定員等を決め

ているわけではないことから，選択についても定員

充足率はほとんど意味を持たない．初年度というこ

ともあり，できるだけ開設講座数を増やすため，講

習担当者の希望を最大限に尊重した結果でもある．

選択科目は秋田市（特に秋田大学）に偏って開設

されている．定員充足率は秋田が高く，他が２割台

になっており，差が大きい．なお，秋田県立大学は

秋田市と由利本荘市，大潟村，能代市にキャンパス

が分かれており，主だっては由利本荘市で講習が実

施されている．
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選択科目の中では，申込者なしが12講座，最少催

行人数未満が２講座あった．県立大学の講習がかな

りの部分を占めている．講習名等に示された，工学

のかなり専門的な内容が敬遠されたのかもしれな

い．

開講された選択科目を時間数別に見た場合，多く

は６時間講座であった．１２時間講座，１８時間講座

を６時間講座に換算して計算した場合（つまり，１２

時間講座は６時間講座二つ分，１８時間講座は６時間

講座三つ分として計算する)，1787人が受講したこ

ととなる．受講予定者が700人程度と予想されたこ

とからすれば，６時間換算で３倍の2100人程度が受

講していてもいいはずであるが，その85％程度にと

どまっている．

県教委義務教育課教員免許班では，更新申請を

行った教員の申請害に記載された履修状況を調べて

いる（2009.11.27付け)．調査対象は，569人の中か

ら抽出した176人（31％）である．内訳は，小学校
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53人，中学校30人，高校37人，特別支援１４人，養護

教諭18人，幼稚園24人となっている．それによれ

ば，ｅラーニングや放送大学，県外での受講は，小学

校で１９％，中学校で4.4％，高校で１６２％，特別支援

学校，幼稚園はゼロ，養護教諭は24.1％であった

(秋田大学での受講やｅラーニング等を組み合わせ

ている場合もある)．176人の７２％程度となり，こ

の割合が，全体にも該当するとすれば，４０人から５０

人程度となる．

(3)教科別・分野別の受講者の履修状況

教科別に見た場合，理科と社会の講座数が多く

なっているが，受講者数としては，国語英語，社

会，理科の問に大きな差はなく，130人から150人の

範囲に入っている．障害児教育や教育学・心理学関

係，幼児教育関係も受講者数が多い．講座あたりの

平均受講者数が，全体で106人であり，相当に少人

数の講座が多かったことが分かる．特に理科や数

学，家庭で低くなっている．実験が組み込まれた講

座が多く，当初から定員を少なく設定しているもの

が多かった．

3．講習の内容と受講者の満足度

(1)必修科目の講習の内容

予備講習において，必修科目は「教育の最新事

情」と題して，講師は違うものの，基本的には同じ

枠組みで３講座（秋田２講座40人×２クラス，大館

20人ｌクラス）を実施した経営的分野，教師論的

分野，方法的分野，心理的分野，特別支援分野につ

いては，基本的に講義形式で行ったが，グループ討

議ワークショップを取り入れて，単なる一方的語

りかけに終わらない工夫がなされた．

また，ワークショップの部分を上の４分野に加え

る形で実施した．受講日の２週間前に，「学校（園）

の教職員が共通理解のもと，一体となって成果をあ

げるため，校（園）内研究をどのように活性化する

か」というテーマで，Ａ４－枚程度のレポートを作

成し，会場に，グループ分のコピーも一緒に持参し

てもらった．そのレポートには，「所属校（園）の

校（園）内研究についての成果と課題｣，そして，

テーマにあった形で，「校（園）内研究を活性化す

るために，今年度内に自分ができること（あるいは

提言できること)」を箇条書きで記入してもらった

会場においては，５人程度のグループに分かれ

6６

て，討議を行ってもらった．その際，県の指導主事

にコーデイネーターとして参加してもらい，グルー

プへのサポートにあたっていただいた．さらに，グ

ループからの発表の後，県教委の課長兼参事，総合

教育センター所長から，講評と，秋田県の教員に求

められていることについて語っていただいた．

本講習にあたっては，経営的分野，教師論的分

野，方法的分野，心理的分野，特別支援分野につい

ては予備講習と同様とした．加えて，ワークショッ

プの代わりに，秋田の教師・学校論の分野を設定

し，計６分野について，それぞれ２時間をあて，そ

の中で，それぞれの試験を行ってもらうことにし

た理由は，ワークショップ等が他の分野で行われ

ていること，実際の場面で指導主事の関わり方が難

しいことが挙げられる．また，指導主事と同世代の

受講者が多いことから，多くの教員が顔見知りであ

る秋田のような地方では受講免除となる指導主事

にとってやりにくいこともあったであろう．

秋田の教師・学校論の分野では，他の分野よりも

より秋田に密着した形で，秋田の教師学校に求め

られていることを，指導主事の方など（今年度は主

幹の方で前職が校長の方であった）から講話を行っ

ていただいた．その際の試験は大学側で問題作成，

採点等を行い，評価には県教委，総合教育センター

等が関わらないこととし，その点を受講者に対して

説明する文書を配布した．

ｌクラス80人の設定で，受講者が１１２人であっ

た５月の秋田会場では，５５人程度に分けて２クラス

とした．また，大館会場や１月の秋田会場のように

受講者数が80人を下回った場合にはｌクラスで実施

した．

選択科目については，予備講習の場合，基本的に

従来，大学で行ってきた１０年経験者研修の選択研修

部分で開講されてきたものをあてた．それ故，１８時

間三日間に及ぶ講座が多く，また，１０年経験者研

修で受講する者と，免許状更新講習で受講する者と

が混在する講座もあった．

本講習においては，受講者の選択の幅を広げる目

的もあり，６時間講座が中心となった．他大学等か

ら多くの参加協力を得て実施されており，大枠を

決めた上で，その他の内容，運営等について自主的

な取り組みに任せたところが多い．

(2)文科省指定調査における受講者の満足度
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表９：受講者の満足度

講習の内容・方法 最新の知識技能の修得 講習の運営

よい 大体 不足 全然 よい 大体 不足 全然 よい 大体 不足 全然

必､修 23.3 61.3 11.1 0.3 29.6 61.6 10.9 26.7 56.5 15.6 ０．７

ボI<① 23.2 67.5 8.0 0.0 25.0 63.3 32.1 62.3 8.8 0.0

ボk② 17.3 64.2 13.3 ０．７ 25.3 57.4 15.7 １．３ 24.0 65.2 11.6 0.7

横手 25.8 62.7 10.3 0.0 27.0 71.9 8.9 0.0 18.9 49.1 24.9 １．２

秋③ 19.0 57.5 16.9 ０．７ 28.1 58.6 13.4 ０．７ 27.5 57.7 15.7 ０．７

大館 32.1 54.5 6.4 0.0 44.9 55.9 0.0 32.1 50.4 13.3 1.3

秋④ 38.2 56.8 0.0 0.0 47.1 53.1 3.2 0.0 41.2 46.6 １１．０ 0.0

選択 58.9 39.1 3.3 0.1 55.1 45.4 3.7 0.1 46.0 43.5 6.7

＊実際の文言は，「本講習の内容・方法について」「本講習を受講したあなたの最新の知識・技能の

修得の成果について」「本講習の運営面について」であり，選択肢は，「よい」「だいたいよい」「あ

まり十分でない」「不十分」であった

文科省に指定され，提出することとなっている評

価票の結果は表９の通りである必修は一定程度大

人数であるため，かなり率直な評価が出されてい

る．対して，選択科目の場合は受講者数が少ないも

のが多いことから，それ故に好評であった部分と，

受講者数が少ないが故に，率直な意見が書きにく

かった部分もあるかもしれないいずれにせよ，選

択科目の満足度の高さが際だっている．

必修については，やはり少人数の際に満足度が高

くなっている．受講者数が多く，ほぼ80人クラスと

なった秋田②や秋田③では，相対的に不満度が高

い．ただ，同じ80人程度クラスであっても，横手で

は満足度が高くなっており，単純に，クラス規模

の問題でもなさそうである．特に，大館の場合は，

２クラスに分けず，ｌクラス78人と，ほぼ80人上限

にちかいところで実施したにもかかわらず，かなり

高くなっていることが注目される．講習担当者は分

野ごとに回り持ちで代わっているため，その影響も

あるかもしれないが，担当者が１回につき計６人い

ることから，それほどに担当者の影響が出るとは考

えにくい単にクラス人数の影響というよりは，受

講者の質，やる気，学習意欲の違いが表れているの

ではないだろうかなお，横手で，講習の運営に対

する不満度が高くなっているが，駐車場不足が影響

しているようである．

(3)受講者対象の事前希望調査

文科省から要求されていたことであるが，事前調

査では全受講者から，自由記述方式で希望を聞い

た．ここでは５月実施の秋田会場必修科目について
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のみ取り上げて，特徴を整理する．

講習の設定時間，特に終わりの時間を早めて欲し

い，休憩時間をきちんと取って欲しいといった要望

や，試験の形式・方法等を知らせて欲しい，さらに

は「確実に更新できるようにして欲しい」といった

要望も見られた．内容に関わるものとしては，「現

場にすぐ生かせる具体的事例を多く含んだ内容を期

待しています｣，「より具体的でタイムリーで現場で

役立つような講義内容であって欲しい」というよう

に，実践的，即効的内容を望む声が多く見られた．

具体的には，保護者（特にモンスターペアレント）

対応，子どもへの対応・カウンセリング，特別支援

(軽度発達障害)，新学習指導要領への対応，全国学

力テストがよく取り上げられていた新学習指導要

領の具体的な実践例や指導のポイント，最新の教

材・教具の紹介，使い方の演示，授業内容の展開と

具体的なやり方を望む声もあった．

事前に公開していた講習概要ではワークショップ

などを取り入れるとしていたが，それに対して，

｢最新事情を学ぶに参加するので，ワークショップ

の部分は私には不要です．講義のみの12時間を期待

しています.」と，否定的な見方もあったしかし，

他方では，「地域や学校規模毎に情報交換できる時

間があるとありがたい.」，「高校に勤務しているが，

小学校，中学校での現場の様子などが聞きたい」

｢幼稚園の教育しか分からないので，他のいろいろ

な学校の最新事情を知りたい．受け身で学ぶだけで

なく，情報交換等の中で多方面からの教育の在り方

に気づける時間にしたい.」との声もあった

以下のように，長文で希望を寄せる方もあった
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「今回の教育改革の背景をしっかりと知り，ご指導

していただける先生方や現場で苦労している先生方

との対話の中で生徒指導や保護者・地域への対応の

仕方など，少しでもヒントになればと考えていま

す．時代的社会的背景をしっかり知り認識した上で

生徒の前に立ちたいと考えます．子どもの変化を適

切にとらえ，社会が学校現場に求める内容を知り，

対応するためにはどんな力をつけていったらよいの

か．また，全国学力・学習状況調査において秋田県

は高順位でした．学習習慣と生活習慣を重視した秋

田県の教育方針をぜひ学びたいと考えています．」

「平成23年度の学習指導要領の全面改訂にあたり，

今年度から週’時間増の日課で行っています．めま

ぐるしく変わる教育事情に現場はとても大変です．

学校内で会議を精選しても，あれやこれやとどんど

ん入ってきます．会議は４時以降になり，勤務時間

にはほとんど終わらない状態です．本当に四苦八苦

の毎日です．子どもの心に寄り添いながら教育をし

たいと思うのですが，授業時間以外に子どもとふれ

合う時間もほとんどありません．『学力向上』のた

めには，教員にも子どもにも心のゆとりがないとと

ても無理です．悲痛な現場の状況を理解していただ

き，どのように子どもの心を育て，子どもに力を付

けていくことができるのかという具体的な方策を取

り入れての講座内容を望みます.」

現場の多忙で，困難な状況を抱えつつも，前向き

に講習に望もうとする姿勢が見える文章である．

(4)受講者対象の事後アンケート

事後アンケートでは，①講習の内容・方法，時間

など，②講師の話し方，機材の使用法など，③試験

の難易度，分量，時間など，④会場の場所や施設・

設備，空調など，⑤講習の申し込み，受講などの仕

方，期間などについての感想，意見，そして，⑥今

後，どのような講習を望むかについて，自由記述，

無記名で回答してもらった．

ここでも，５月実施の秋田会場のものを紹介す

る．共通して，「２時間毎に六つの筆記テストはと

ても大変だった」，「講義と試験の繰り返しで，ゆ

とりなく，考える余裕もなく，だたひたすら筆を走

らせ，試験を終えたハー.」「普段の時間・頭の使

い方とだいぶ違う二日間で，かなり疲れました」

といった感想が寄せられていた．

中身に関しては，以下のように評価する意見が多
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<見られた．

「内容はとても充実していました.まとまった時間，

教育についての話を聞くことができないので，よ

かったと思います.」

「生徒を見る視点関わり方の角度が広がるような

内容で，充実していた.」

「どの内容も気になっていても，集中して自分で調

べたりすることの欠けていたものだったので，この

機会に落ち着いて講習を受けることができてよかっ

た.」

「内容自体はとてもためになり，これからの仕事へ

の意欲がわいた.」

「実際の学校現場に即した内容で，興味深く勉強さ

せていただきました.」

「１日６時間はもっときついと思っていたが，２時

間ずつ内容も講師の先生も代わり，意欲を持って受

講できた」

「講義を聴くことで再認識することがたくさんあり

ました.」

ただ，一方では，説明が早いと言った意見もあっ

た．

「視覚の情報が整えられていて，さすが大学の先生

と感じた．ただ，私たちは若い大学生ではないの

で，普段と同じやり方ではついて行けない．もう少

しわかりやすいといいと思った講義もあった」

「画面には盛りだくさんの情報が映し出され，それ

を読むまもなく説明が行われるので，試験のことも

考えながらメモをとると説明をじっくりと聞けない

こともあった先生方の話は興味深いのでじっくり

と聞く余裕を持ちたかった」

一部には，「講習の内容については，ほとんど校

内研修やセンター研修で実施したことがある」と

いったものや，「様々な校種の方がいるので難しい

と思いますが，現場で役立つ内容であってほしいと

思います｣，「概論だけでなく，実践的なものや経験

を盛り込んだ内容も取り入れて欲しい」というよう

に，若干否定的に見るものもあったが，「初任研，

１０年研とはまったく異なった内容で，興味深く聞く

ことができました」との意見もあり，評価が分かれ

るところであった．

(5)講座担当者の事後アンケート

講習担当者からは，講習終了後に自由記述方式

で，メールにより，①担当した講座の内容や方法，
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②受講した参加者，③会場の場所，施設・設備，空

調等，④秋田大学の実施体制・事務連絡等，につい

ての感想・意見，そして，⑤学校，教委，文科省な

どに対する意見・要望，⑥来年度に向けての要望，

⑦その他，を尋ねた

免許更新制そのものについては，講習の意義，目

的が不明であること，「教員の資質向上であれば試

験という評価方法を取る必要がなく，教員としての

能力を満たしているかの判断であれば，それは雇

用主が行うべきだ」との指摘や，「試‘験をして成績

をつける必要はなく，むしろ現場の先生が知識・技

能をbrush-upできる研修の場として設定すべきだ」

との指摘があった．「県も市町村もさまざまな研修

体制を持っていて，そこに大学教員が関わっている

のに，更新講習が加わることで，大学教員にも，受

講者にも過重負担が生じている更新講習を継続す

る必要'性には疑問を感じる．文科省には再検討を求

める.」との指摘は，やはり免許更新講習と研修と

の違いの不明確さのあらわれでもある．「講習担当

者も受講者も講習の必要'性や具体的な条件について

あまりよくわからないままで混乱が生じている.」

として，文科省にもっと丁寧な説明ときめ細かな対

応を求めているものや，申し込みの手続きの簡素

化講習内容の精査・整理統合，など，大学側と受

講者側の負担の軽減を求めるものもあった今年度

やってみたが，多忙さ，大変さから来年度はやらな

い，やりたくないとの声もあった．

講習を実施してみての感想としては，「受講者が

大変熱心だった｣，「講習内容に関する質問や関連事

項に関する質問も出て，教員として資質を高めよう

とする姿勢が伺えた｣，「現場と大学の情報交換とい

う意味も見いだせた｣，「受講態度はまじめで問題意

識が高く，こちらの方が勉強になった.」，「試験を

採点して，さすが学生とは違う．理解力，表現力が

やっぱり優れている.」といった，好意的にとらえ

る意見が多く見られた．

しかし，一方では，

「受講者の意識や教科に関する基礎的知識が乏し

く，学部学生と同じレベルでやらないと理解が難し

いようであった.」

「受講者の意識の高低が感じられたあまりにも現

在の教育事情に疎い先生も多い．その点で免許更新

の意義を感じた.」

「受講者間の理解力の程度に差があり，説明のしべ
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ルを設定するのがとても難しかった.」

「教員間の能力の差を感じた.」

「教育の現場に即座に役立つことばかりがイメージ

されているように感じた.」

「問題意識や文章作成能力には若干の格差が見られ

た.」

「どのくらいの予備知識を仮定していいのか分から

ず対応に苦労した」

「受講者が免許更新講習の趣旨を理解していない．

大学や教委が説明する必要がある.」

「多くの受講者は学校における授業に密着した内容

を期待しているようだが，大学教員，特に教育系で

ない教員には限界がある．県教委がもっと更新講習

を開くべきだ.」

といった声が上がっていた．

整理すると，第一に，受講者の能力や意識の問題

が挙げられる．免許更新講習の表向きの主目的が能

力向上に置かれている以上，現場教員のレベルに応

じて様々な講習が用意されなければならないが，大

学側がそれに対応することは難しい．限られた講習

しか設定できないことから，講習には得意なので受

講している者と，不得意なので受講している者，さ

らには，学ぶ意欲が高い者とそうでない者とが混在

することになる．幼小中高の教員が混在することも

多く，低いレベルに設定すれば，飽きる受講者が出

たり，逆に高いレベルに設定すればついていけない

受講者が出てしまう．評価基準も，講習毎に異なる

ことになり，受講者間の不平等も生じる．更新講習

全体の評価基準も，教員としての最低限のレベル，

平均的なレベル，理想的なレベルなど，どこに設定

するのかが全く明確ではない３０歳代半ば，４０歳代

半ば，５０歳代半ばの者が混在することも問題の一つ

である．ただし，行政研修と違い，それらの様々な

層が混じり合うところに更新講習の弱点ではな

く，利点を見いだすことも可能である．そのための

十分な検討が求められる．

第二に，受講者の志向である．多くの受講者は現

場で，明日から役に立つ知識・技能を求めているこ

とが，受講者の事前調査でも明らかであった大学

教員の中にも，幼小中高特支の教員経験者がいた

り，本学ではいないが，他大学では実務家教員とし

て県教委等から期限付きで派遣されている教員もい

ることから，受講者の要求にある程度応えることは

可能である．しかし，本来，大学での講習の意義は，
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実践から一歩離れて，理論・学問的,批判的,歴史・

長期的，総合・学際的な視点で，自らの現場経験を

見つめ直すところにあると考えられる．その点を，

受講者に十分に理解してもらうこと，そして同時

に，大学側も受講者の希望を踏まえ，実践的課題と，

自らの研究・教育との接点を見いだしていくことが

必要になる．担当者の声として，「実践的な内容や

方法を要求する先生が多かったものの，実際の講習

内容は背景と理論を多く含んだものだったが，実り

があったという感想を聞きほっとした」というもの

があった．受講者も，実際に受講してみて，大学で

の講習の意義を理解してもらえたところもあるよう

である．

おわりに

2009年の総選挙後，民主党政権になってから，免

許更新制の2010年度いっぱいでの廃止情報がマスコ

ミにリークされた8)．しかし，現行の教員免許法が

改正されない以上，2010年度，更新講習は続行され

ることになる．第二グループである，2012年３月３１

日までを修了確認期限とする対象者は，2010年度，

模様眺めとなり，受講者が激減することが予想され

ている．本学では，おおよそ本年度の８割程度の規

模で更新講習を実施する予定であり，大幅な採算割

れも予測される．

ただ，鈴木寛文科省副大臣は中教審に対して検討

を要請しており，６年制教員養成，専門免許状制度

創設などとも関わって，更新制即廃止となるかは不

透明である．特に，更新講習を受けた受講者の評価

が全国的に高かったことから，余計に判断が難しく

なっているようである．

本学の状況についても，ここまで検討してきたよ

うに，成果も多くあり，その中で克服すべき課題も

明らかになってきた成果としては，①大学教員と

学校教員との接点一人的なつながり，研究的なつな

がりの構築，②大学教育の改善一大学教育と学校教

育との接続性，連続性の確保，③教員の力量向上一

行政研修とは違うタイプの研修機会の提供，が挙げ

られるだろう．更新講習は大学(教員）にとっても，

学校（教員）にとっても，新たな可能性を開きうる

ものである．

とはいえ，最大の課題は，第一に負担の大きさで

ある．大学教員，学校教員，双方の時間的精神

的，肉体的な労力は計り知れない．第二に，やはり

7０

双方で，このような研修機会の意義についての理解

や意欲を高めること，第三に講習内容や方法に関す

る検討・改善のシステムを作ること，第四に受講者

の能力やニーズ等に応じた講習を開設すること，第

五に行政研修や校内研修等との関連‘性を明確にする

こと，が挙げられる．

第六に，何よりも重大なことは制度的な不備であ

る．免許状の失効というきわめて強い強制力によっ

て行われる講習であるため，受講者側の主体性や自

主性自発’性がそがれやすく，試験の必須化で，講

習内容の定着を歪める結果にもなっている．講習担

当者もその影響を受けて，講習実施を困難にしてい

る．やはり身分的な安定性を確保すること，現場の

多忙状況を改善し，多様な自主的自発的，主体的

な研修機会（学会や民間研究団体も含めて）を保障

することが求められる．

注）

')免許状の失効は，教育職員として，教諭としての

身分を失うことにはなるが，公務員として失職する

かどうかは別の問題としてある．文科省は失職する

としているが，地教行法の47条の２において，指導

力不足教員に対して，指導主事，校長，園長，教員

の職以外に採用できるとしている規定から考えて

も，妥当性を欠いている．山口（2008)，佐藤（2009）

を参照

2)現職に適用されることについて，中教審答申は，

｢公教育に対する保護者や国民の信頼」に応えるた

めとし，「既に授与された教員免許状が終身有効で

あることは，一つの既得権益でもあるが，このよう

な権益は必ずしも絶対不可侵のものではなく，…公

共の要請により，合理的な範囲内で新たに制約を課

すことは許容しうる」としている．しかし，個々の

労働者の身分的安定性が，公共性の名の下に侵害さ

れてよいわけではない．指導力不足等については分

限，懲戒等の制度が存在することからも，中教審の

理由付けは妥当性を欠いている．

3)法制度の問題点を指摘するものとして，土屋

(2008)，佐藤（2008）（2009)，佐久間（2007a）（2007

b)，久保（2009）などがる．

4)実施者側からは黒沢惟昭（2008）や，山崎雄介

(2008)，唐田健（2008）などがあり，受講者側か

らは藤津淳（2009)，米田豊夫（2009）などがあ

る．その他に，「教員免許更新制情報誌」と銘打た
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れた雑誌『教職キャリアデザイン』（ジアース教育

新社）には，実践例等が多く掲載されている．

5)教員免許状更新講習事業コンソーシアム（2009）

や，山極隆・千々布敏弥（2009)，日本教育大学

協会免許状更新講習に関するプロジェクト（2009）

などが見られる．更新制には批判的であったとして

も，法律によって強制されている以上，大学側とし

てはやらざるをえず，やる以上はよりよいものを提

供しようとする立場から書かれている部分も多いで

あろう．

6)募集開始時期については2010年度より，１年

を３期に分けて募集することとした．

7)管理職手当受給者については，管理職手当がすで

に時間外手当等の性格を持っていることから，当初

は更新講習手当を支給しないことになっていた．そ

のため評議員や学長特別補佐，学長補佐，附属学校

園長等には支給されなかった．しかし，講習の負担

や，講習担当者の不足などもあり，制度を改正し，

さかのぼって支給することになった．

8)更新制についての免許法改正が行われた際，民主

党は，３０時間ではなく，300時間の講習を法案とし

て提示していた．
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